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教職員の懲戒処分について 

 

 

１ 処 分 内 容   懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日  令和４年１２月１日 

３ 職 名 ・ 年 齢 ・ 性 別  教諭・４０歳・男性 

４ 所 属 名  東部地区・県立高等学校 

５ 発 生 年 月 日  令和４年６月２３日 

６ 事 件 ・ 事 故 の 概 要 

  当該職員は、令和４年６月２３日（木曜日）の放課後、校内において、勤務校
に在籍する女子生徒に対し、抱きしめる及びキスをする行為を行った。 

７ 管理監督者に対する措置 
  管理監督者である校長に対し、同日付で文書注意を行った。 

令和４年１２月１日 

教育局 県立学校人事課 
管理指導担当 見目 
直通 048-830-6726 

内線 6726 
E-mail: a6720@pref.saitama.lg.jp 


